
第２期 紙芝居型講師養成講座「本講座」受講規約（受講契約書） 

１ 理念 

紙芝居型講師養成講座本講座（以下「本講座」といいます。）は，「『知らない』で『損する』をなくそ

う！！」という理念の実現を目的として開講するものです。 

２ 開催方法 

  脚本・台本や教材等のダウンロード・閲覧になります。 

３ 受講料金 

  提供内容が講座プログラムという商品特性上，返品・返金はできず，受講料金の入金後はいかなる事情

があっても返金できません。法人での申し込みはできず、個人申込のみとなります。 

４ お支払い 

月額料金のお支払いになります。日割り計算は行いませんので，１か月のうちに１日でも利用可能日

があれば月額料金が発生します。お支払いに関する手数料は，申込者負担になります。  

５ 禁止行為 

⑴ 本講座のコンテンツや配布資料等の一切について，第三者への開示・譲渡はお控えください。 

  特に，提供コンテンツを用いての出版，インターネット上への掲載はお控えください（ただし，ご自

身で制作した紙芝居をセミナー・研修で実演・上映することはもちろん結構です。）。 

⑵ 受講中・終了後に関わらず，他の受講者，関係者，第三者への迷惑となることや，運営を妨げる行為，

本講座のコンテンツを使っての政治的な主張，宗教に関する主張、本講座のコンテンツを使っての違法

行為，批判・誹謗中傷等に当たると思われる行為，その他士業・専門家・講師としてふさわしくない行

為をされた場合は，無催告で本契約を解約する場合があります。 

６ 特典 

  月額利用料金の対価は，本契約期間中の紙芝居型講師養成講座本講座のノウハウ等及び物語の脚本・台

本の使用料です。そのほか，受講者様のご活躍の応援のため，別途，特典として，イラスト，電子データ等

の提供や勉強会・イベント・コミュニティの開催を致しますが，これらは本講座の月額料金の対価となる

ものではなく，予告なく終了する可能性や，別途今後，有料サービス化する可能性があります。これらの著

作権その他の権利は藤堂武久に帰属し，使用に際して権利の保障をするものではありません（特にイラス

ト等の特典は，第三者であるイラストレーターが制作したものである等の理由から，著作権その他の権利

を保証できるものではありません。イラスト等の特典の使用にあたっては，別紙覚書の提出が使用条件と

なり，不適切に使用した場合，その他本規約に違反した場合は，以後，使用を禁止します。）。 

７ 利益・効果の保証がないこと 

本講座，事前の説明，配信動画等に示された表現の受け取り方や再現性には個人差があります。利益

や効果を保証するものではございません。 

８ 撮影 

イベント，セミナーの受講風景をカメラ等で撮影し記録する場合があります。記録した映像は本サイ

ト及び本講座の案内を目的とした各種広告媒体，本講座教材等に利用することとし，その他の目的には

利用しません。 

９ 保証 

提供するコンテンツについて，内容を保証するものではありませんので，自己責任でご使用ください

（特に，法令・裁判例等については，改正や解釈の相違があります）。 

１０ 解約・使用権の消滅 

受講者及び講座運営者は、２か月前に予告することにより、本契約を解約することができます。料金

の日割り計算は行いません。月額料金の支払手続を解除した時点又は月額料金の支払いを怠った時点

で，紙芝居台本その他ご提供した一切のコンテンツの使用権は消滅します。 

１１ インボイスに関する情報 

    登録番号：T1810126831301 

    発行事業者名：藤堂武久 

    月額料金：税込み月額１，９８０円（消費税１８０円、消費税率１０％） 

    取引日：カード決済日に一か月分の月額料金をお支払い頂きます 

１２ 裁判管轄 

    本件については，東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。 

＜紙芝居型講師養成本講座受講申込書＞ 

 上記紙芝居型講師養成講座「本講座」受講規約，別紙「著作権についての説明書」を確認し，受講を申し込み

ます。 

    年  月  日 

   

       住所：                                   

 

       氏名：                                 ㊞ 


